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◯訪問看護とは 

        訪問看護は、訪問看護師等がお住まいに訪問して療養生活を送っている方の看護を行う 

サービスです。本人や家族の思いに沿った在宅療養生活の実現に向けて、専門性を発揮し、 

健康の維持・回復等、生活に質の向上（QOLの向上）ができるように、予防から看取り 

まで支えます。訪問看護ステーションでは、24時間の電話相談や必要時には緊急訪問 

看護を提供できる体制を敷いています。 

 

 

◯訪問看護のサービス内容 

訪問看護ステーションの職員は、看護職員として保健師、看護師、助産師（医療保険 

対象者のみ）、准看護師が訪問します。 

＜サービス内容＞ 

・療養生活相談・支援 

・病状や健康状態の管理と看護 

・医療処置・治療上の看護 

・苦痛の緩和と看護 

・リハビリテーション 

・家族の相談と支援 

・住まいの療養環境の調整と支援 

・地域の社会資源の活用 

・認知症の人の看護 

・精神障がい者の看護 

・エンドオブライフケア 

・在宅移行支援（外泊中の訪問看護等） 
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◯訪問看護の対象者 

＜介護保険＞ 

・65歳以上の方（第１号被保険者） 

…要支援・要介護と認定された方 

・40歳以上 65歳未満の方（第２号被保険者） 

…16特定疾病疾患の対象者で要支援・要介護と認定された方 

 

①がん末期、②関節リウマチ、③筋萎縮性側索硬化症、④後縦靭帯骨化症、 

⑤骨折を伴う骨粗鬆症、⑥初老期における認知症、 

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、➇脊髄小脳変性症 

⑨脊柱管狭窄症、⑩早老病、⑪多系統萎縮症、 

⑫糖尿病性神経障害・糖尿病性腎糖尿病性網膜症、⑬脳血管疾患、⑭閉塞性動脈硬化症、 

⑮慢性閉塞性肺疾患、⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

 

＜医療保険＞ 

・40歳未満 

・40歳以上 65歳未満 

…16特定疾病の対象ではない方 ／ 介護保険第２号被保険者ではない方 

・65歳以上 

…要支援・要介護に該当しない方 ／ 介護保険を利用しない方 

・要介護・要支援の認定を受けた方 

…精神科訪問看護が必要な方（認知症は除く） 

…病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方 

…厚生労働大臣が定める疾病等 

 

①在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 

又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 

②在宅自己腹膜灌流指導管理，在宅血液透析指導管理，在宅酸素療法指導管理，在宅中心静脈 

栄養法指導管理，在宅成分栄養経管栄養法指導管理，在宅自己導尿指導管理，在宅人工呼吸 

指導管理，在宅持続陽圧呼吸療法指導管理，在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症 

患者指導管理を受けている状態にある者 

③人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 

④真皮を越える褥瘡の状態にある者 

⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 

  



（県民向け） 

－3－ 

 

◯訪問看護の概要 

 

訪問看護療養費           訪問看護費 

（医療保険より給付）          （介護保険より給付） 

 

 

 

 

 

 

要介護・要支援者 

 

訪問看護利用者 

小児等 40歳未満の者及び 

要介護者・要支援者以外 

訪問看護利用者 

病院・診療所 訪問看護ステーション 

医 師 

指示 指示書 


